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知的障害特別支援学校高等部の教育課程と

中学校との連携・接続の在り方に関する実践的研究

一長崎市内 におけるニーズを踏まえて

得永美 佐 子 平田勝政

(大学院教育学研究科/県立鶴南特別支援学校) (長崎大学人間発達講座)

1 研究の目的と方法

本研究は.長崎市内に設置されている長崎県立鶴南特別支屡学校高等部の教育

的ニーズと教育課程の現状を踏まえ，さらに同市内中学校との連携 ・接続を工夫

した知的障害特別支援学校高等部の教育課程の在り方について検討することを目

的とする。

研究の方法としては，まず鶴南特別支援学校高等部の生徒の実態や教育課程の

変遷およびその特徴について整理する。次に，生徒や保護者の教育的ニーズの特

徴や，長崎市と隣接地域における高等学校段階での特別支援教育の動向を踏まえ

るa さらに，長崎市内中学校と高等部との連携 ・接続の在り方に注目して，市内

中学校における特別支援教育推進の現状と課題を整理し，連携・接続上の工夫を

示す。それらを踏まえ，キャリア教育を推進する高等部の教育上の諸問題と，そ

の課題解決に向けての留意点を明らかにする。

2 長崎市内における知的障害特別支慢学校高等部の教育課程の特徴

( 1 )生徒の実態

長崎市内に設置されている鶴南特別支援学校高等部の生徒数は，年々地加傾向

にある。設置当時の高等部には，小中学部と同様に中度 ・重度の生徒が主として

在籍していたが，近年においては，増加している特別支媛学級を卒業した生徒の

みならず，通常学級に在籍していた生徒も数名ではあるが毎年入学しているなど，

全体の半数から最大 70%程度が中学校からの進学者である。このような現状から，

特別支援学校と中学校との連携の必要性が一層高まっている。

また，長崎県では図 1が示すように，小中学部と高等部が併設されている知的

障害特別支緩学校中学部の生徒は，全入に近い割合で高等部に進学している。

100 

1'" 

50 

。
笈剛年直 衣四年直 2叩 3年置 2ぼ凶年II 2α万年度 2α刻6年置 2007年置 2田.'手直

中学校特別主撞
学級

図 1 特別主橿牢校中掌部と中牢枝特別主僅牢級卒章生白高寄留進牢皐の推移

-105 



近年では，図 2から明らかなように，中度の生徒の全体に占める割合が減少し，

中学部を卒業した比較的重度の生徒と ，中学校を卒業 した軽度の生徒が高等部の

多くを占めるようにな るなど，障害の二極化の現象が見られる。
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国 2 高晦由E在籍生徒の障害の程度の割合宜遷

障害の程度別では，軽度の生徒の割合が徐々に摺加 している。図 3の鶴南特別

支援学校高等部における軽度の生徒の割合の変遷と，図 4のK高等特別支援学校

(1989年度長崎市近郊に開校)における全入学生のうち長崎地区出身の生徒が占

める割合の変遷とを比較して見ると. 2005年度(平成 17年度)までは.両校と

も同じような増加傾向が見られる。近年においては，鶴南特別支緩学校高等部の

軽度の生徒の割合と. K高等特別支侵学校の長崎地区出身の生徒の割合とは，ほ

ぽ相関関係にあることがわかる。
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( 2 )教育目標の在り方

1996年度(平成 8年度) 7月の中央教育審議会答申 (W21世紀を展望した我

が国の教育の在り方について~)において提言された「生きる力 J の理念は，知

識基盤社会の時代においてますます重要となっているロ新しい平成 20年度版学

習指導要領でも，これを継承し生きるカ」を支える「確かな学力 Jr豊かな

心Jr健やかな体Jの調和のとれた育成を重視することが示された。

表 1に見るように，鶴南特別支復学校高等部も設置以来「生きる力」の具現

化を図る教育目標を設定している。 2001年度から 5年間は「心と体を感じるこ

とJr喜びを持って生きること Jなどの抽象的な表現が用いられたが.2006年度

からは 2000年度までのように，大南 (2010) の『生きるカJの六つの観点をす

べて踏まえる教育目標に戻っている。このことから六つの観点を含む目標が適

切と確認(再確認)してきたことがわかる。

量 1 高専都田目標と f生きる力』の観点 (同容)との照ら L合わtt

1四 5-1999年度{平成 7.......11年度}
2回 0年度{平成<2年度}
2凹 1-2005年度(平成13-t7年度)
2回 6-2010年度 (18--22年度}

( 3 )これまでの教育標程の特徴

平成 22年度長崎県学校基本調査の結果によると，平成 22年 3月の高等学校(全

日制 ・定時制)卒業者の大学等への進学率は，前年度に比べ 2.9%噌の 43.2%で，

7年連続の湘加であった。就職率は前年度に比べ 10.3%減の 27.9%であるロ

一方，図 5が示すように，平成 22年 3月に長崎県内知的障害特別支援学校高

等部を卒業した生徒の 23%が企業・事業所への一般就労で.70%ほどが施設等で

の福祉的就労，残りの 7%の生徒も大学等ではない臓業訓練校への進学である。

戦後まもなくの「精神薄弱l教育では生きて働く力Jを育てることが教育の目

標 ・指導の重点とされていた。中学校卒業の生徒のほぼ全てが高等学校へ進学し，

高校卒業後も大学や専門学校への進学が一般的とも言えるようになってきた今日

でさえ，知的障害の生徒にとっては，依然，高校卒業後の選択肢は就職以外にほ

とんどないというのが現実である。このため

知的障害特別支媛学校高等部においては.年間

授業時数の変遷からも明らかなように，在籍生

徒の障害の程度の情成が変化したり，教育課程

の類型化が行われたりしても ，職業的自立・就

職先の確保を願うあまり，教育的エーズに応え

る作業学習中心の就労支緩を重視する教育が

脈々と行われてきたと言える。
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高等部の在校生と卒業生，およびその保護者を対象として行った「高等部の教

育に対する調査」の結果(図 6)を見ても. r就労支媛の充実Jが教育的ニーズと

して最も多く挙がっており，入学後も全ての生徒や保護者にとって，高等部の「就

労に向けての支援Jに対しては不満が最も少ない。現行の就労支径を重視した教

育課程は，生徒や保護者にとっても満足度が高く， 一定の評価を得ていることが

わかる。
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3. 知的障害特別支撮学校高等部の教育課程再編に向けて

( 1 )知的障害の特性に即した教育目標の訟定と指導の充実

学校教育法第 72条は特別支援学校の目的を r(中略)幼稚園，小学校，中学校

文は高等学校に準ずる教育を施すとともに，障害による学習上又は生活上の困難

を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること Jと定めている。 この目

的の実現に向け，高等部学習指導要領の総則では高等部における教育について，

「学校教育法第 51条に規定する高等学校教育の目標Jと f生徒の障害による学習

上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識，技能，態度及

び習慣を養うこと j の二つの目標の達成に努めると定めている。つまり.特別支

援学校高等部においては. r生きる力Jを支える「確かな学力Jr豊かな心Jr健や

かな体」の調和のとれた育成を促すことに加え，生徒一人一人の障害の改善・克

服と，個々の特性や希望に応じた自立を図るために必要な知識，技能，態度及び

習慣を授けることが教育目標として掲げられているのである。

このため特別支援学校における教育においては，高等学校にはない f障害の改

善・克服Jと「自立を図るために必要な知識，技能，態度及び習慣j を促す自立

活動や，生活単元学習・作業学習などといった指導領域の学習が特に重要である

と言える。実際の活動を中心に鋸えた体験的な学習である領続・教科を合わせた

指導は，障害特性に即し知的隊害の教育のみに実施することのできる指導形態で

ある。今日のように多様化した生徒の実態に応じる教育課程は，これまでのよう

に職業教育だけに重きを置くことなく，調和のとれた「生きる力Jの育成を目指

し，領域・教科を合わせた指導の良さを十分に生かして再編していくことが重要

である。
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(2 )中学校時代までの学びの遣いに対応する配慮

高等部の生徒とその保護者を対象として実施した「特別支嬰教育に対する調査j

の結巣(図 6)から注目すべきことは，障害の程度の違いによって，教育的ニー

ズが異なることである。高等部入学前に，障害の程度が中度 ・重度である生徒と

その保護省の多くが望んでいることは. r健康な体を作ること Jr生活習慣や身辺

処尽にかかわる力の向上Jrコミュニケーションカの向上Jであり，軽度の生徒と

その保護者が入学前に主として望むことは「就労に向けての支媛Jである。 しか

し，高等部入学後は，主として軽度の生徒とその保護者を中心に変化が生じ「学

力の向上Jが，現行の教育課程に対し「満たされていないJという回答になって

いる。

また，教育実践実習先の中学校 3年生と保護者に対し行ったアンケート調査で

は，図 7に凡るように，高等学校入学前のニーズとして就職するために必要

な噂内的な知識 ・筏能や資格」の習得との回答が全体の 26%(30/115人)を占め

段も多いが，僅差で f人間としての幅広い勉強J (23%) . 基礎的 ・基本的な

勉強J (20%) との回答が続いた。
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高等部に在籍する半数以上の生徒は，入学前までは「生きる力」を支える「確

かな学)JJ r豊かな心Jr健やかな体Jの調和のとれた育成を重視する中学校での

教育を受けてきた生徒である。よって，小中学部時代から I自立や社会参加」を

目標とし，体験的な学習活動を多く積んできた特別支復学校中学部卒業の生徒と ，

学止J向上を中心に裾え教科学習を受けてきた多織な教育的ニーズのある中学校通

常学級卒業の生徒とは，学びの過程で明らかな違いがあることに留意する必要が

ある。隊容の程度だけではなく ，この違いに着目し，中学校に在籍していた生徒

には，教科学習において身に付けてきた学力を政大限に鉱充し，さらに領域教科

を合わせた指導において，その力を『生活に生かすことのできる力 j として主体

的 ・体験的に再情成していく必要がある。
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4 知的障害特別支鍾学校高等却におけるキャリア教育を踏まえた教育審程の再編

( ， )高等部におけるキャリア教育の..

平成 20年度版学習指導要領の基本方針のーっとして『自立と社会参加に向けた

職業教育の充実j が示され，特別支後学校高等部学習指導要領総則により『キャ

リア教育の推進jが求められるようになった。「キャリア教育」については以下の

ように定義されている。

「キャリア教育JとはキャリアJ慨念に基づき，児童生徒一人一人のキャリ

ア発達を支綾し，それぞれにふさわしいキャリアを形成していくために必要な意

欲 ・態度を育てる教育。端的には「児童生徒一人一人の勤労観 ・職業観を育てる

教育J

また， rキャリア発達Jについては， rキャリア教育推進の手引き』において，

以下のように定義されている。

発達とは生涯にわたる変化の過程であり，人が環演に適応する能力を獲得してい

く過程である。その中で，キャリア発遣とは.自己の知的，身体的，情緒的，社

会的な特徴を一人一人の生き方として統合していく過程である。

特別支復学校においてキャリア教育を体系的・組織的に推進するために，国立

特別支援教育総合研究所が「知的障吉のある児童生徒のキャリア発達段階・内容

表(試案)J (2008年)を作成し，キャリア教育の視点から小学部 ・中学部 ・高等

部の 12年間を見とおす系統的な職業教育・進路指導の在り方を提案した。また東

京都教育委員会は，都内の知的障害特別支緩学校の実践を参考にして， r知的障害

特別支援学校におけるキャリア教育の推進~ (2009年)を作成し，各発達段階で

の四つの領域 u人間関係形成能力 Jr情報活用能力Jr将来設計能力 Jr意思決定

能力J) ごとの指導の形態を具体的に提示した。

社会への移行を間近に使えた高等部においては，これらを参考にして，指導形

態ごとに必要な内容を補ったり，指導の重点を見直したりしていくなど，キャリ

ア教育の視点で在籍する生徒の多傑な実態とそのエーズに応じる教育課程再編を

行うことが重要である。

(2 )高等部におけるキャリア教育を踏まえた教育課程の再編

思ぷj明・青年期にあたる高等部の 3年間は，自分らしさを擁立する時期であり ，

学びのなかで，r自分は労働者としてどのような役割を担うのか」ということを考

え，見つけていくことが大きな課題である。 この課題に対し，エリクソンは織々

な体験をとおし自分らしさを獲得することの1主要性を説いたが，特別支媛学校高

等部学利指導要領総則においても就業にかかわる体験的な学習の指導を適切に

行うこと Jr知的障害の生徒にとって，就業にかかわる体験的な学習は，各学校が

地域や生徒の実態等に応じてかl意工夫をこらすこと Jなどと提示した。f特別支援
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教育に対する調査J結果(図 8)においても，就労支援のなかで作業学習・現場

実習が，卒業生とその保護者にとって「よかったJr役立っている j と評価されて

いる指導形態・学習内容である。
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先生方がとても敏宵に儀心だった

敏歯車が困ったことに対応して〈れた

図 8 車量生と保置者が高導部の牢習で「よかった』 『役に立っているJと思う三と

このことから，高等部段階でのキャリア教育を推進するにあたっては，これま

でのように作業学習・現場実習といった学習を教育の中心に指えるが，中学生段

階までの学習内容との系統性を図るとともに，①自分はどんな仕事が向いている

のか，②他者から何を求められているのか，③将来の夢や希望に向けて，今何を

すべきか，などといった， r意思決定能力Jを計画的・体験的に育む教育課程を編

成する必要がある。さらに，生活単元学習において，実態別に学習グループを編

成し，教科での学習内容を社会生活に即したスキノレとして生かしていく活動を繰

り返し設定することで，学習内容が将来の生活にどう結び付くかを生徒が体験的

に感じ取ることができると考える。高等部において， 3年間このような体験的学

習と教科学習とを繰り返していくことで，個々の発達段階や特性・希望などに即

した進路選択ができると考えられる。

作業学習・生活単元学習を学習の中心に指え，現場実習を重視した現行の鶴南

特別支緩学校高等部の教育課程は，キャりア教育を推進する教育課程であると言

える。今後のさらなる発展・充実に向けては，生活単元学習 n(暮らしと職業)

における進路学習・職業教育の指導内容を，発達段階を踏まえて系統的に整理す

ることと，各教科と領峻・教科を合わせた指導の指導内容の関連付けを行い，教

育課程を再編することが必要である。
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5 キャリア教育推進上での中学校との連携 ・後続の工夫

高等部において，キャリア教育を推進していくためには，中学校との一層の連

携・接続を図りながら，教育課程を見直していく必要がある。

( 1 )求められる連機の在り方

特別支援学校はセンター的機能の一環として，巡回相談員を中心に，要請に応

じて電話相談 ・来校相談 ・訪問相談等の数多くの支援を行っている。

中学校における教育実践実習をとおし，中学校通常学級のなかでの特別支援教

育や，特別支援学校と中学校との連携や俵統を促すには， r生徒に対する継続的個

別支援を生かした支緩」と， r校内支緩体制の整備を促すことによる支援jの二側

面からの支媛を推進していくことが有効であるとわかった。

小中学校・高等学校における特別支援教育は，校内の理解を深めていく過程で，

特別支後学校による地域支俊を徐々に減ら していき ，学校独自で取り組んでいく

ことが望ましいと 言われている。各学校における特別支援教育が推し進められる

なか，今後望まれる連携のスタイノレは，校種聞を超えた双方が乗り入れる形での

連携であると考える。特別支援学校の特別支俊教育コーディネーターが，地域の

中学校を週 1， 2固定期的に訪れ，通常学級の授業のなかで指導補助として特別

なニーズの必要な生徒に適宜適切な学習支援を継続的に実施し，授業担当者や担

任と情報交換を行う 。 また，中学校通常学級から高等部への入学後は，できるだ

け早期のうちに生徒の出身校に赴き，担任等との連絡会を設け直接の情報収集を

行うほか，中学校の担任等に特別支後学校高等部の綬業を参観しても らい，主と

して教科の指導に対する助言を得る。 このような中学校と特別支援学校との日常

的で対等な関係での連携は，中学校の通常学級における特別ニーズ教育を確実に

推進するものと考える。加えて，双方向からの直接的な支援による情報収集によ

り，中学校通常学級から特別支復学校高等部への円滑な移行が可能となる。

( 2 )接続上の工夫

教育実践実習では，高等部の生徒の半数以上が中学校の通常学級・特別支緩学

級出身であるにもかかわらず，進学に際し特別支援学校高等部に関する情報が不

足 していることがわかった。必要な情報を的確な方法で提供することは，中学校

の生徒や保護者等にとって，高校進学の際の選択肢の幅を用やすことにつながる。

現在行われている体験入学や学校公開，入学説明会や個別の相談会の実施は，

木人や保護者の不安の軽減を促している。 さらに，情報収集の際に利用度の高い

パンフレ ッ トの作成に際しては，男女差に対応し，学校の雰囲気，学科や課程，

部活動やサークノレ活動の綴子，授業料，卒業生の進路状況，学校へのアクセスな

どを視覚的にわかりやすく紹介する必要がある。なお利用はまだ少ないが，イン

タ}ネットのホームページの充実も急務であり， パンフレット作成時の改善に加

え，メディアの特性を生かしたリアルタイムな情報の更新や，メールの活用から

は，保護者や地域 ・関係諸機関との新たな連携の促進が期待できる。
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6 中学校との連11.権続 を工夫した教育上の留意点と標値

( ， )キャリア教育を推進する教育繰程の改普と指導上の留意点

知的障害特別支援学校高等部におけるキャリア教育を推進する教育課程は，小

学生 ・中学生段階までの系統的な教育内容との連続性をもって，職業観・勤労観

の育成が図られていることが前提として重要である。校内においては，小学部 ・

中学部段階までの指導内容が，キャリア発達とどのように関連しているかを「キ

ャリア教育発達段階表Jと照らし合わせながら確認し，高等部における指導内容

を見直していく必要がある。また，中学校から入学してくる生徒に対しては，こ

れまでの教科学習で修得した一つ一つの知識が，社会生活を送るうえで，まとま

りのある一つのスキルとして再構成されるよう，領域 ・教科を合わせた指導の内

容と各教科の内容との関連性を，学習指導要領の各教科の示す内容と照らし合わ

せて見直していく。

高等部の教育課程の改善にあたっては，第一に，就労に直結するような能力の

育成に偏重することなく，①社会生活を営むうえで基礎となる自 他の理解能力，

②コミュニケーション能力，③健康を保って自分の生活を楽しむことができるよ

うな「将来設計能力j なども，バランスよく系統的に育むことが重要である。そ

のうえで，生徒の生活{現在および未来)に即した具体的な指導内容を精選し，

スモールステップで指導目標を設定していく。

第二に，現場実習等の就業体験を教育課程の中心に位置付け，学校での活動体

験をとおし身に付けたスキルを，産業現場等での実際の他者とのかかわりのなか

で充実・発展させ，その成果と課題を的確に評価していくことが重要である。

第三に，上記の留意点を踏まえた教育課程と指導法の改善を行い，日々の指導

上は，教師の生徒に対する肯定的な評価と，学習活動における試行錯誤を伴う成

功感 ・達成感の共有・蓄積，さらに自信と見とおしをもった生徒の主体的な活動

の促進が重要である。その結果，知的障害の生徒のキャリア発達上重要な課題で

ある自己の肯定的理解や，自分らしい生き方を選択する能力の形成がより促進さ

れるものと考える。

( 2 )中学校との連機 ・嬢続を工夫した教育上の課題

中学校等との連携・接続を工夫した知的障害特別支援学校の高等部教育の在り

方においては，今後，以下の諸点が課題として挙げられる。

第一は，今後のエーズを予測して，現行の地域支援の在り方を検討し，改善し

ていくことである。具体的には，支援対象校の絞り込みや，職員の授業時数や校

務分掌の見直しなどの校内体制づくりが必要である。

第二は，特別支援学校高等部におけるキャリア教育のさらなる充実 ・発展のた

めに，小学部 ・中学部との校内聞での一貫教育の在り方を検討し見直していくこ

とである。その際，重要なことは，まず職員間で教育の理念とキャリア教育の本

質的理解を共有し.さらに小中学部と高等部に在籍する児童生徒の障害程度 ・発
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逮段階の違いや，中学時代までの学籍の違いなどを踏まえることである。

第三に，生徒や保護者 ・学校等に対し，入試システムについての情報を保障し

ていくことである。その際，ニーズを踏まえた学校パンフレットの充実や，体験

入学 ・学校公開 ・学校説明会 ・個別の相談会等を設けることが必要である。

第四に，義務教育修了後の軽度発達障害の生徒の特別支暖学校高等部へ入学し

てくる現状を踏まえ，就労支援を中心に高等学校との連携をさらに強めていくこ

とである。その際に，①高等学校は特別支緩学校のセンター的機能を活用するこ

と，②特別支後学校高等部は，キャリア教育の視点で設定されている専門高校に

おける専門教科の内容やその指導方法などを取り入れること ，など双方向からの

連携が必要である。

7 今後の課題

今後の課題は，以下の 2点に関する現場での実践をとおした発展的検証である。

第 lに，中学校と特別支援学校(高等部)が相乗り入れる形で日常的 ・継続的

に連携 を行うことで移行時の円滑な後続を促すことである。本研究においては，

教育実習生という立場で通常学級での特別な教育的=ーズのある生徒への支援を

行ったが，特別支!I学校の教員としての実践研究が必要である。

第 2に，キャリア教育の視点で現行の教育課程の見直しを行うためには，キャ

リア教育に対する職員聞の共通理解を図り，学校組織として取り組んでいく必要

がある。特別:支援学校におけるキャリア教育の推進の仕方について，生徒の実態

や現場の実情に即して，さらに検討しながら実践的研究を行う必要がある。

(主要文献)

文部科学省 (2009)特別支援学校学習指噂要領解説(高等部)

文部科学省 (2009)特別支援学校高等部学習指導要領

長崎県立鶴南養護学校 ・鶴南特別支援学校 (1991-2010年度学校要覧)

長崎県立K高等養護学校 .K高等特別支援学校(1995-2010年度学校要覧)

大南英明 (2010)特別支援教育シリーズ 2学習指導要領と新しい試みー「生きる

力」をはぐくむ実践を中心に，ジアース教育新社.

陣地;~、者制度改革推進本部 (2010) 障害者制度改革のための第 1 次意見 ・ 第 2 次

意見，障がし、者制度改革推進会議，内閣府政策統括官

山崎 浩 (2006)長崎県下の障害児の「生きる力Jを育む教育課程と個別の教育

支援計画の検討(長崎大学大学院教育学研究科平成 18年度修士論文)

全同特別支援学校知的障害教育校長会編 (2010)特別支媛教育のためのキャリア教

育の手引きー特別支屡教育とキャリア発達，ジアース教育新社

-114 


	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114

